
　3月23日（水）には秋田県知事を迎えて合併協定調印式が開催されました。これまでの協議に

ついて決定された事項を書面にまとめた合併協定書に、八森町長、峰浜村長が署名押印しました。

　3月28日（月）には、2町村長による秋田県への合併申請が行われ、今後は、県議会において議

決承認されれば、総務大臣への届出を経て、官報の告示により合併が正式決定し、平成18年3月

27日には「八峰町」が誕生することになります。

―合併協定調印式が開催されました―

合併協議会
だより
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協
議
内
容

第
６
回 

合
併
協
議
会
開
催

報
告
事
項

第
７
回 

合
併
協
議
会
開
催

合
併
協
定
調
印
式
開
催

八峰町

森浜町

白神町

あきた白神町

南白神町

1 

2 

3 

4 

5

順位 名　　称 ふ　り　が　な 得 票 数

はっぽうちょう

もりはまちょう

しらかみちょう

あきたしらかみちょう

みなみしらかみちょう

1,503 票

867 票

644 票

314 票

278 票

　
第
６
回
合
併
協
議
会
が
３
月
19
日
峰
浜
村

﹁
峰
栄
館
﹂
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

�

協
議
案
第
9
号 

―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
新
町
の
名
称
に
つ
い
て
︻
継
続
︼

　
新
町
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
第
４
回
協
議

会
の
内
容
を
受
け
て
、
名
称
候
補
５
点
に
つ

い
て
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
い
、
結
果
次
の
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

　
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
数
は
、
３
，

６
３
８

通
で
、
対
象
者
の
４
割
以
上
の
方
か
ら
回
答

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
有
効
回
答
数
は
３
，

６
０
６
通
で
し
た
。

　
こ
れ
ま
で
の
ご
協
力
、
大
変
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

�

協
議
案
第
55
号 

―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
町
名
・
字
名
の
取
扱
い
に
つ
い
て

　
次
の
と
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

一
、
小
字
名
と
そ
の
区
域
は
、
現
行
の
と
お

り
と
す
る
。

二
、
住
居
表
示
は
、
新
町
名
の
後
に
旧
町
村

名
を
続
け
る
。

�

協
議
案
第
56
号 

―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
平
成
16
年
度
八
森
町
峰
浜
村
合
併
協
議
会

　
補
正
予
算
︵
第
１
号
︶
に
つ
い
て

　
次
の
と
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　
歳
入
歳
出
総
額
は
５，

９
１
４
千
円
と
す

る
。

※
内
容
に
つ
い
て
は
、
当
初
予
算
時
と
予
算

総
額
は
変
わ
り
ま
せ
ん
が
、
県
の
支
出
金

が
見
込
め
な
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の

分
を
町
村
負
担
に
す
る
と
い
っ
た
内
容
で

す
。

　
第
７
回
合
併
協
議
会
が
３
月
23
日
午
後
３

時
か
ら
八
森
町
﹁
フ
ァ
ガ
ス
﹂
で
開
催
さ
れ

ま
し
た
。

　
新
町
建
設
計
画
の
秋
田
県
か
ら
の

　
承
認
に
つ
い
て

　
新
町
建
設
計
画
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で

素
案
、
原
案
、
正
案
と
３
回
協
議
さ
れ
ま
し
た
。

　
第
５
回
の
協
議
会
で
の
承
認
を
受
け
、
３

月
14
日
秋
田
県
知
事
に
協
議
を
行
い
、
３
月

22
日
に
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　
平
成
17
年
３
月
23
日
午
後
３
時
30
分

か
ら
、
八
森
町
﹁
フ
ァ
ガ
ス
﹂
に
お
い

て
合
併
協
定
調
印
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
調
印
式
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
経
過
報

告
、
協
定
書
の
内
容
説
明
の
後
、
来
賓
、

協
議
会
委
員
が
見
守
る
中
、
両
町
村
長

が
合
併
協
定
書
に
署
名
。
続
い
て
特
別

立
会
人
の
秋
田
県
知
事
が
署
名
し
、
合

併
協
議
会
委
員
が
立
会
人
と
し
て
署
名

し
ま
し
た
。

調印後の来賓及び協議会委員
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平
成
17
年
３
月
24
日
八
森
町
議
会
、
峰
浜

村
議
会
で
、
合
併
に
関
す
る
４
件
の
議
案
が

議
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
＊
議
決
さ
れ
た
合
併
に
関
す
る
議
案

　
　
及
び
内
容

一
、
町
村
の
廃
置
分
合
に
つ
い
て

※
八
森
町
、
峰
浜
村
を
廃
し
、
そ
の
区
域

を
持
っ
て
八
峰
町
と
す
る
。

二
、
町
村
の
廃
置
分
合
に
伴
う
財
産
処
分
に

つ
い
て

※
両
町
村
を
廃
し
た
こ
と
に
よ
る
、
財
産
、

債
務
を
八
峰
町
に
引
き
継
ぐ
。

三
、
町
村
の
廃
置
分
合
に
よ
り
設
置
す
る
町

の
議
会
の
議
員
定
数
に
つ
い
て

�報告事項………………………………………………………
協議会規約ほか6件

�協議案件

会議運営規定、16年度事業計画、16年度予算、協定項目、

協議の進め方、新町建設計画【継続】、合併の方式、合

併の期日【継続】、新町の名称【継続】、事務所の位置、

財産及び債務の取扱い、議会の議員の定数及び任期の取

扱い【継続】、農業委員会の委員の定数及び任期の取扱

い【継続】、地域審議会等

�協議案件………………………………………………………
合併の期日、議会の議員の定数及び任期の取扱い、地方

税の取扱い、一般職の職員の身分の取扱い、特別職の身

分の取扱い、条例・規則等の取扱い、事務組織及び機構

の取扱い、一部事務組合等の取扱い、使用料・手数料等

の取扱い、新町建設計画【継続】

�協議案件………………………………………………………
公共的団体等の取扱い、補助金・交付金等の取扱い、慣

行の取扱い、国民健康保険事業の取扱い、介護保険事業

の取扱い、消防団の取扱い、行政区の取扱い、電算シス

テム事業、新町建設計画【継続】

�協議案件………………………………………………………
新町の名称【継続】、広報広聴関係事業、納税関係事業、

消防防災関係事業、交通関係事業、窓口業務、保健衛生

事業、障害者福祉事業、高齢者福祉事業、児童福祉事業、

その他の福祉事業

�協議案件………………………………………………………
農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い、健康づくり

事業、ごみ収集運搬業務事業、環境対策事業、農林水産

関係事業、商工・観光関係事業、建設関係事業、上・下

水道事業、町立学校の通学区域、学校教育事業、文化振

興事業、コミュ二ティ施策、社会教育事業、社会福祉協

議会、指定金融機関等の取扱い、新町建設計画

�協議案件………………………………………………………
新町の名称、町名・字名の取扱い、16年度補正予算

�報告事項………………………………………………………
新町建設計画の秋田県からの承認報告について

八森町峰浜村合併協議会設立
　　　　（八森町「ファガス」）

第1回協議会…………………
　　　　（八森町「ファガス」）

第2回協議会…………………
　　　　　（峰浜村「峰栄館」）

第3回協議会…………………
　　　　（八森町「ファガス」）

第4回協議会…………………
　　　　　（峰浜村「峰栄館」）

第5回協議会…………………
　　　　（八森町「ファガス」）

第6回協議会…………………
　　　　　（峰浜村「峰栄館」）

第7回協議会…………………

　　　　（八森町「ファガス」）

2月 1日

2月 9日

2月20日

2月27日

3月 4日

3月11日

3月19日

3月23日

▼
こ
れ
ま
で
の
経
過

事　　　項月　日 内　　　容　　　等

八
森
町
議
会
・
峰
浜
村
議
会

で
、
合
併
関
係
議
案
が
議
決

さ
れ
ま
し
た

両町村長により署名された
合併協定書
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第
６
回
協
議
会
終
了
時
に
名
称
応
募
者
を

対
象
と
し
た
、
命
名
賞
等
の
抽
選
を
行
い
ま

し
た
。

　
抽
選
は
、
協
議
会
長
を
は
じ
め
委
員
の
方
々

か
ら
ハ
ガ
キ
を
選
ん
で
も
ら
い
ま
し
た
。

　
応
募
い
た
だ
い
た
方
に
は
大
変
感
謝
申
し

上
げ
ま
す
。

　
抽
選
の
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　  

八
森
町
　
　

須
　

藤
　

征
　

得
　

様

　  

八
森
町
　
　

後
　

藤
　

敦
　

子
　

様

　  

八
森
町
　
　

門
　

脇
　
　
　

茂
　

様

　  

峰
浜
村
　
　

金
　

谷
　

シ
ミ
子
　

様

　  

峰
浜
村
　
　

水
　

木
　

清
　

美
　

様

　  

八
森
町
　
　

稲
　

葉
　

美
　

子
　

様

　  

八
森
町
　
　

岡
　

本
　
　
　

占
　

様

　  

八
森
町
　
　

桜
　

田
　

洋
　

一
　

様

　  

八
森
町
　
　

袴
　

田
　

照
　

夫
　

様

　  

八
森
町
　
　

工
　

藤
　

セ
　

チ
　

様

　  

八
森
町
　
　

芹
　

田
　

富
　

夫
　

様

　  

峰
浜
村
　
　

田
　

村
　

ミ
　

ネ
　

様

　  

峰
浜
村
　
　

金
　

谷
　
　
　

賢
　

様

　  

峰
浜
村
　
　

鈴
　

木
　

喜
美
子
　

様

　  

峰
浜
村
　
　

笠
　

原
　

松
　

子
　

様

    

　
　
　

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

命
名
賞

特
別
賞

名
称
応
募
抽
選
当
選
者

名
称
応
募
抽
選
当
選
者

　
合
併
申
請
書
の
提
出
を
受
け
て
県
知
事
は
、

総
務
省
と
町
制
施
行
に
つ
い
て
協
議
し
、
そ

の
後
、
県
議
会
に
お
い
て
２
町
村
の
合
併
に

つ
い
て
の
議
決
を
経
て
、
廃
置
分
合
が
決
定

さ
れ
、
総
務
大
臣
に
届
出
を
行
い
ま
す
。

　
総
務
大
臣
は
、
知
事
か
ら
の
届
出
後
、
そ

の
旨
を
官
報
に
告
示
し
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り

合
併
の
効
力
が
発
生
し
、
平
成
18
年
３
月
27

日
に
﹁
八
峰
町
﹂
が
誕
生
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　
今
後
両
町
村
で
は
、
新
町
移
行
へ
の
準
備

作
業
が
進
め
ら
れ
て
い
き
ま
す
。

●
今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

市町村合併の手続きの概要

A町議会
の議決

合併（廃置分合）の
効力発生

合併（廃置分合）
の決定

都道府県議会
の議決

合併の申請書の作成

合　併

B村議会
の議決

申請書の受理

●届出書類のチェック

●市及び町の要件のチェック
　・町となるべき要件

　（地方自治法第8条第2項＝都道府県の条例で定める）

●議決内容のチェック

●決定内容のチェック

直ちに

※
八
峰
町
の
議
会
の
議
員
の
定
数
を
16
人

と
す
る
。

四
、
町
村
の
廃
置
分
合
に
伴
う
農
業
委
員
会

の
委
員
の
任
期
の
特
例
に
つ
い
て

※
農
業
委
員
会
の
委
員
に
つ
い
て
、
市
町

村
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
を
適
用

し
、
在
任
期
間
を
平
成
18
年
６
月
30
日

ま
で
と
す
る
。

　
両
町
村
の
議
会
で
の
合
併
に
関
す
る
議
案

が
す
べ
て
議
決
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
３
月

28
日
︵
月
︶
秋
田
県
知
事
へ
の
合
併
申
請
が
、

秋
田
県
庁
に
お
い
て
２
町
村
長
に
よ
り
行
わ

れ
ま
し
た
。

秋田県副知事に合併申請書を提出

秋
田
県
へ
の
合
併
申
請
が

行
わ
れ
ま
し
た


